
◎知的財産高等裁判所設置法 
（平成一六年六月一八日法律第一一九号）   

一、提案理由（平成一六年三月一九日・衆議院法務委員会） 

○野沢国務大臣 まず、知的財産高等裁判所設置法案について、その趣旨を御説明いた

します。 

 我が国の経済社会において、知的財産の活用が進展するに伴い、その保護に関して司

法の果たすべき役割がより重要なものとなっております。この法律案は、こうした状況

にかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、

これを専門的に取り扱う知的財産高等裁判所を設置するために必要な事項を定めること

を目的とするものであります。 

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、知的財産に関する事件を取り扱

わせるため、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設けることと

しております。 

 第二に、最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定めることとし、そ

の裁判官のうち一人に知的財産高等裁判所長を命ずることとしております。 

 第三に、知的財産高等裁判所がその司法行政事務を行うのは、そこに勤務する裁判官

の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長がこれを総括することとしておりま

す。 

 第四に、知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所事務

局を置くこととしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、各法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一六年三月三○日） 

○柳本卓治君 ただいま議題となりました各法律案について、法務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、知的財産高等裁判所設置法案は、知的財産に関する事件についての裁判の一層

の充実及び迅速化を図るため、これを専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置に関

する必要な事項を定めるものであります。 

……………（略）…………… 

 各案は、去る十六日本委員会に付託され、十九日野沢法務大臣から各案の提案理由の

説明を聴取し、まず、知的財産高等裁判所設置法案及び裁判所法等の一部を改正する法

律案について質疑を行い、二十三日各案について質疑を行い、採決の結果、いずれも全

会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

……………（略）…………… 



 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院法務委員長報告（平成一六年六月一一日） 

○山本保君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、知的財産高等裁判所設置法案は、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割

がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する裁判の一層の充実及び迅速化を図

るため、これを専門的に取り扱う知的財産高等裁判所を設置しようとするものでありま

す。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、知的財産高等裁判所を設置

する必要性、専門的知識に対応するための裁判官の研修の在り方等について質疑が行わ

れました。 

 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

 ありがとうございました。 


